
◎
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料

の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
九
日
法
律
第
一
三
一
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
一
九
年
一
一
月
一
四
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働

委
員
会

）

○
大
村
議
員

自
由
民
主
党
の
大
村
秀
章
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険

料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
出
者
を
代
表

い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

年
金
記
録
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
政
府
・
与
党
と
し
て
、
そ
の
早
期

解
決
に
向
け
て
全
力
を
尽
く
し
て
お
り
ま
す
が
、
総
務
省
に
設
置
さ
れ
た

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
事
案
の
う
ち
、
厚

生
年
金
に
お
い
て
、
申
し
立
て
を
さ
れ
た
方
が
事
業
主
に
保
険
料
を
源
泉

控
除
さ
れ
て
い
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
が
、
事
業
主
か
ら
そ
の
保
険
料
の

納
付
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
で
は
保
険
給
付

を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
方
の
年
金
記
録
を
速
や
か
に
訂
正
し
、
一
日
も
早
い
解
決
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図

る
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
お
い
て
事
業
主
が
被
保
険
者
の
保
険
料

を
源
泉
控
除
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
義
務
を
履
行
し
た
こ
と

が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
け
る
保
険
給
付
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
ほ

か
、
当
該
事
業
主
が
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の

特
別
の
立
法
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
で
あ
っ
て
年
金

記
録
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審
議
を
専
門
的
に
行
う
も
の
の
調
査
審
議
の

結
果
と
し
て
、
事
業
主
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
保
険
料
を
源
泉

控
除
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険
料
を
納
付
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い

と
の
意
見
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
当
該
意
見
を
尊

重
し
、
年
金
記
録
の
訂
正
を
行
い
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付

を
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
事
業
主
ま
た
は
事
業
が
廃
止
さ
れ
た
法
人
た
る
事
業
主
の
役

員
で
あ
っ
た
者
は
、
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
そ
の
納
付
を
勧
奨
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保

険
庁
長
官
は
、
年
金
事
業
の
適
正
な
運
営
等
を
図
る
た
め
、
特
例
納
付
保

険
料
の
納
付
に
つ
い
て
期
限
ま
で
に
申
し
出
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
納
期

限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
ま
た
は
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

五
三



合
に
は
、
事
業
主
等
の
氏
名
ま
た
は
名
称
等
を
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
国
は
、
特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
期
限
ま
で
に
申

し
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
ま
た
は
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
特
例
納
付
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
総
額
を
負
担
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
厚
生
年
金
基
金
及
び
企
業
年
金
連
合
会
に
お
け
る
厚
生
年
金

の
代
行
部
分
に
つ
い
て
も
、
厚
生
年
金
に
準
じ
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る

こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
と
と
も
に
、
国
家

行
政
組
織
法
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
で
あ
っ
て
年
金
記
録
に
関
す
る
事

項
の
調
査
審
議
を
専
門
的
に
行
う
も
の
が
廃
止
さ
れ
る
日
限
り
、
そ
の
効

力
を
失
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
一
九
年
一
二
月
四
日
）

○
茂
木
敏
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
厚
生
年
金
保
険
の
保
険

給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

案
は
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
の
救
済
に
関
す
る
特
例
を
設
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
が
被
保
険
者
の
報
酬
か
ら
控
除
さ
れ
て

い
な
が
ら
、
事
業
主
が
社
会
保
険
庁
に
納
付
し
て
い
な
い
と
年
金
記
録
第

三
者
委
員
会
が
認
め
た
場
合
に
、
そ
の
被
保
険
者
に
対
し
て
保
険
給
付
を

行
う
特
例
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、

第
二
に
、
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
未
納
付
と
な
っ
て
い
る
当
該
保
険
料

に
つ
い
て
、
事
業
主
に
対
し
納
付
を
勧
奨
す
る
こ
と
と
し
、
納
付
を
行
わ

な
い
事
業
主
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
を
公
表
し
た
後
、
な
お
当
該
保
険
料

を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
保
険
料
相
当
額
を
負
担
す
る

こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
一
月
十
三
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
四
日
に

提
出
者
大
村
秀
章
君
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二
十
一
日
か
ら

質
疑
に
入
り
、
二
十
八
日
に
は
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
よ
り
修
正
案
が

提
出
さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

本
日
質
疑
を
終
局
し
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
提
出
の
修
正
案
に
つ

い
て
撤
回
を
許
可
し
た
後
、
自
由
民
主
党
・
無
所
属
会
、
民
主
党
・
無
所

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

五
四



属
ク
ラ
ブ
、
公
明
党
、
日
本
共
産
党
、
社
会
民
主
党
・
市
民
連
合
及
び
国

民
新
党
・
そ
う
ぞ
う
・
無
所
属
の
会
よ
り
、
国
が
保
険
料
相
当
額
を
負
担

し
た
場
合
は
、
国
が
事
業
主
に
対
し
て
金
銭
の
請
求
権
を
取
得
す
る
こ

と
、
本
件
に
関
す
る
第
三
者
委
員
会
の
調
査
審
議
結
果
や
事
業
主
の
保
険

料
納
付
状
況
な
ど
を
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提

出
さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
内
閣
の
意
見
を
聴
取

し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
修
正
議
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
一
九
年
一
二
月
四
日
）

○
福
島
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給

付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
に

つ
き
ま
し
て
、
自
由
民
主
党
・
無
所
属
会
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、

公
明
党
、
日
本
共
産
党
、
社
会
民
主
党
・
市
民
連
合
及
び
国
民
新
党
・
そ

う
ぞ
う
・
無
所
属
の
会
を
代
表
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。修

正
の
要
旨
は
、
第
一
に
、
国
は
、
特
例
納
付
保
険
料
相
当
額
を
負
担

し
た
と
き
は
、
そ
の
負
担
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
事
業
主
が
特
例

対
象
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
控
除
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
特
例

対
象
者
に
係
る
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
等
に

起
因
す
る
当
該
特
例
対
象
者
が
当
該
事
業
主
に
対
し
て
有
す
る
金
銭
の
給

付
を
目
的
と
す
る
請
求
権
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
政
府
が
厚
生
年
金
基

金
等
に
対
し
未
納
掛
金
相
当
額
等
を
交
付
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
こ

と
。第

二
に
、
政
府
は
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
、
国
会
に
、
年
金
記
録
確

認
第
三
者
委
員
会
が
行
っ
た
調
査
審
議
の
結
果
の
概
要
、
社
会
保
険
庁
長

官
が
行
っ
た
確
認
等
の
件
数
、
特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
状
況
そ
の
他
こ

の
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
二
日
）

○
岩
本
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
ず
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民
年
金

事
業
の
適
正
な
運
営
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
国
民
年
金
制
度
に

対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
お
い

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

五
五



て
事
業
主
が
被
保
険
者
の
保
険
料
を
源
泉
控
除
し
て
い
た
が
納
付
義
務
を

履
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
け
る
保
険
給
付
に
関
す
る
特

例
を
設
け
る
ほ
か
、
当
該
事
業
主
が
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
特
例
対
象
者
の
事
業
主
に
対
す
る
請
求
権

を
国
が
取
得
す
る
こ
と
、
施
行
状
況
等
を
政
府
が
国
会
に
報
告
す
る
こ
と

等
を
追
加
す
る
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
ま
ず
発
議
者
を
代
表
し
て
衆
議
院
議
員
大

村
秀
章
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
、
次
い
で
修
正
案
提
出
者
を
代
表
し
て
衆
議

院
議
員
山
田
正
彦
君
よ
り
、
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
部
分
の
説
明
を
聴
取

い
た
し
ま
し
た
。

採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

五
六


